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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

           認定工場向けメールマガジン vol.14（令和 7 年 7 月 18 日） 

             （一社）日本冷凍食品協会 品質・技術部より 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  I N D E X  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．当協会からのお知らせ 

（１）講習会・説明会動画 オンデマンド配信専用ページ開設のご案内 

（２）地区別会員・認定工場協議会 開催日程について 

 

２．行政情報 

（１）「器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するＱ＆Ａについて」（消費者庁） 

（２）有機フッ素化合物（PFAS）に関する水道法・食品衛生法の省令等改正 

①「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を 

改正する省令」の公布等について（環境省） 

②「ミネラルウォーター類の PFOS及び PFOA に係る規格基準に関する Q&A」（消費者

庁） 

（３）環境省からフロン排出抑制法に基づく機器管理徹底（環境省） 

          

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

■メルマガ バックナンバーについて（会員専用ページのご案内） 

           

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

１．当協会からのお知らせ 

（１）講習会・説明会動画 オンデマンド配信専用ページ開設のご案内 

   当協会が開催している会員・認定工場向けの講習会・説明会動画について、これまでは期限を設けて

ご視聴いただくこととしておりましたが、会員の皆様からのご要望を受け、このたび、いつでもご視聴いた

だけるオンデマンド配信専用ページを開設いたしました。 

人財育成等にぜひご活用くださいますようお願いいたします。 

  

【視聴の流れ】 

① 当協会ホームページ（一般社団法人 日本冷凍食品協会） 

② 会員専用ページ（一般社団法人冷凍食品協会 – 会員専用ページ） 

③ オンデマンド配信：講習会・説明会のメニューバーを選択し、オンデマンド配信専用ページに移動

（オンデマンド配信：講習会・説明会 – 一般社団法人冷凍食品協会） 

③  視聴したい動画を選択し、視聴 

 

 

https://www.reishokukyo.or.jp/
https://member.reishokukyo.or.jp/
https://member.reishokukyo.or.jp/stream/
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詳しい内容や視聴時の注意事項などについては以下の別添資料を参照ください。 

別添資料１_講習会・説明会動画_オンデマンド配信専用ページ開設の御案内 

 

（２）令和 7 年度 地区別会員・認定工場協議会 開催について 

（一社）日本冷凍食品協会では、冷凍食品認定制度を含め、広報、調査など様々な事業を展開していま

すが、それらのご説明と意見交換の場を設け、会員の皆様との連携をより一層深めるため、地区毎に会員

協議会を隔年で開催しています。 

令和 7年度は、以下の日程・会場において開催しますので、該当する地区の会員・認定工場の方は是

非ご出席をご予定ください。開催のご案内は順次メールにてご連絡させていただきます。 

 

【開催地域・日程・場所】 

北海道地区：令和 7年 10月 10日（金）午後、ホテル ポールスター札幌 

東海北陸地区：令和 8 年 1月 30日（金）午後、サイプレスホテル名古屋駅前 

関東・甲越地区：令和 8年 2 月 20 日（金）午後、The Place of Tokyo 

 

この協議会は、(一社)日本冷凍食品協会の「地域総会」と位置付けて開催しておりましたが、「地区別会

員・認定工場協議会」と名を改め、それに伴った内容にて開催いたしますので、経営者の方及び工場管理

者・品質管理責任者・担当者、さらに地域の営業拠点の代表者などのご出席をお願いします。 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

２．行政情報 

（１）「器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するＱ＆Ａについて」（消費者庁） 

令和７年５月３１日にポジティブリスト制度の経過措置が満了することから、これまで消費者庁ウェブペ

ージに掲載してきた 「 ポジティブリスト制度のＱ＆Ａ」について、新たなＱ＆Ａの追加、回答内容の明確

化、記載の整備などが行われ、公開されています。 

詳細については消費者庁ホームページにてご確認ください。 

   器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するＱ＆Ａ 

 

（２）有機フッ素化合物（PFAS）に関する水道法・食品衛生法の省令等改正 

① 「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の 

公布等について≪PFAS 関連≫（環境省） 

・ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）について、水道水の水

質基準を新たに設定するため、6 月 30 日に関係する省令が公布されました。 

    これにより、令和８年４月から、水道事業者等に対して、PFOS 及び PFOAに関する水質検査の実施

及び基準を遵守する義務が新たに課されます。 

・また、公共用水域等における PFOS及び PFOAについて、「指針値（暫定）」に代え、「指針値」が設

定されました。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/positive_list_new/assets/standards_cms101_250515_01.pdf
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・あわせて、本改正案等に対する意見募集の結果が公開されています。 

 

詳細については環境省ホームページにてご確認ください。 

「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」

の公布等について | 報道発表資料 | 環境省 

 

② 「ミネラルウォーター類の PFOS及び PFOAに係る規格基準に関する Q&A」（消費者庁） 

7 月 4 日に、消費者庁は「ミネラルウォーター類の PFOS 及び PFOA に係る規格基準に関する

Q&A」を公表しました。ここではミネラルウォーターの基準値設定に関する説明のほか、食品工場で使

用される「食品製造用水」の取扱いに関しても記載されました。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/qa/#q05 

 

   Q5「食品製造用水については、PFOS及び PFOAの規格基準を設定しないのですか」について、 

A 回答では、現時点では、PFOS及び PFOA の規格基準は設定していないが、水道水以外の食品製

造用水を使用する食品等事業者においては、自主的に PFOS及び PFOA の濃度を管理し、PFOS と

PFOA の合算値として 0.00005 mg/L(50 ng/L)を参考に可能な範囲で低減措置等の対応を検討する

ことが望ましい旨の記載がされています。 

 

（３）環境省からフロン排出抑制法に基づく機器管理徹底（環境省・経済産業省） 

表題の件、環境省・経産省より情報提供がありましたので、当協会ホームページに掲載しております。 

 

～～～以下、環境省・経産省よりご案内の項目～～～ 

1．「機器管理者の判断の基準」の遵守 

2．フロン類算定漏えい量の報告 

３．機器廃棄時の冷媒回収の徹底 

 

詳細については当協会ホームページにてご確認ください。 

（情報共有）「フロン排出抑制法に基づく機器管理の徹底について」（環境省・経産省） | 一般社

団法人 日本冷凍食品協会 

 

また、必要に応じて環境省・経産省のホームページもご確認ください。 

環境省_機器の管理・廃棄 - 概要|「フロン排出抑制法」ポータルサイト 

 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

 

https://www.env.go.jp/press/press_00075.html
https://www.env.go.jp/press/press_00075.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/qa/#q05
https://www.reishokukyo.or.jp/info/%ef%bc%88%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%85%b1%e6%9c%89%ef%bc%89%e3%80%8c%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%b3%e6%8e%92%e5%87%ba%e6%8a%91%e5%88%b6%e6%b3%95%e3%81%ab%e5%9f%ba%e3%81%a5%e3%81%8f%e6%a9%9f%e5%99%a8%e7%ae%a1/
https://www.reishokukyo.or.jp/info/%ef%bc%88%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%85%b1%e6%9c%89%ef%bc%89%e3%80%8c%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%b3%e6%8e%92%e5%87%ba%e6%8a%91%e5%88%b6%e6%b3%95%e3%81%ab%e5%9f%ba%e3%81%a5%e3%81%8f%e6%a9%9f%e5%99%a8%e7%ae%a1/
https://www.env.go.jp/earth/furon/operator/isshu.html
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■会員専用ページについて（メルマガ バックナンバー閲覧可能） 

協会 HPの会員専用ページから、メルマガのバックナンバーをご覧いただけます。 

（ログインには添付の ID（ユーザー名）とパスワードが必要になります） 

認定工場メルマガ バックナンバー (reishokukyo.or.jp) 

別添資料２_ホームページ『会員専用ページ』ＩＤ・パスワード通知（2024.11.01） 

 

 

 

 

【お問合せ先】品質・技術部  電話 ：03-3541-3003  Email：jffa@reishokukyo.or.jp 

https://member.reishokukyo.or.jp/e-magazine/
mailto:jffa@reishokukyo.or.jp

